
静 岡 県 警 察 本 部

コンビニのマルチコピー機を悪用した特殊詐欺

・警察が事件書類を公開することはありません
・警察が警察手帳や逮捕状の画像を送ることはありません
・警察が国際電話やＳＮＳで連絡することはありません
・警察が捜査名目で金銭を要求することはありません

【事件概要】
ニセ警察官から「サギ電話」が入り、
・警察です。あなたは薬物事件の容疑者です。
・事件書類をデータ送信するのでコンビニへ行って印刷
してください。

・プリント番号は〇〇〇〇〇です。
などと言われ、コンビニで偽の「共犯者の供述調書」等を印刷
させられたもの。
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